
 

 

 

横浜市地域まちづくり推進条例に基づく地域まちづくりプラン 

六六角角橋橋商商店店街街地地区区  
安安心心・・安安全全ななままちちのの環環境境整整備備計計画画  

の内容が決定しました！ 
 六角橋商店街連合会では、平成 26 年４月～平成 27 年 1 月にかけて、地域まちづくりプラ

ン「六角橋商店街地区 安心・安全なまちの環境整備計画」の策定に向けて、以下のような活

動を行ってきました。 

■ 地域まちづくりプラン説明会の開催（平成 26 年 10 月 28 日） 
「六角橋商店街地区 安心・安全なまちの環境整備計画」の概要や意見交換を行いました。な

お、神奈川大学が行っているまちなみ調査の中間発表も併せて行いました。 

■ 意向確認アンケートの実施（平成 26 年 11 月～平成 26 年 12 月） 
六角橋１丁目町内にお住まいの皆様に対し、「地域まちづくりプラン「（仮称）六角橋商店街

地区 安心・安全な街の環境整備計画」意向確認アンケート」を行いました。多くの方々に賛

成をいただきました。いただいたご意見は「六角橋商店街地区 安心・安全なまちの環境整備

計画」に反映させました。 

■ 六角橋商店街連合会臨時総会の開催（平成 27 年 1 月 26 日） 
六角橋商店街連合会において臨時総会を開催しました。「六角橋商店街地区 安心・安全なま

ちの環境整備計画」について決議され、内容が決定しました。 

■今後の予定 
「六角橋商店街地区 安心・安全なまちの環境整備計画」

を平成 27 年 3 月 26 日に行われる横浜市地域まちづ

くり推進委員会へ提出します。現在、その準備を進めて

います。 

★意向確認アンケート集計結果概要★ 
 

 

 
地域まちづくりプラン説明会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
六角橋商店街連合会臨時総会の様子 
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通信 

アンケートでいただいた主なご意見及び対応内容については裏面をご確認ください！

賛成
43件

 （81%）

基本的に賛成
10件

（19%）

Q：「六角橋商店街地区 安心・ 

安全なまちの環境整備計画」 

についての意向 

A：賛成・基本的に賛成 53 件 

反対 0 件 

 六角橋 1 丁目町内全体 

  プラン検討区域内 

配布数 830 枚 237 枚 

回収数 53 枚 43 枚 

回収率 約 6.4％ 約 18.1％ 

＜配布・回収状況＞

＜アンケート結果＞ 



意意向向確確認認アアンンケケーートトででいいたただだいいたた主主ななごご意意見見  
及及びび地地域域ままちちづづくくりりププラランンへへのの対対応応内内容容  

自由記入欄に以下のようなご意見をいただきました。いただいたご意見を地域まちづくりプラン

に反映しました。 
 主なご意見の内容 対応内容 

・ 清潔なまちなみを確保してほしい。 

・ アーケードの連続整備の努力が必要。 

・ ふれあい通りの出入り口に誘導板を設置してほしい。 

・ 改築、耐震対策が困難である。住民の意識に疑問がある。

・ ２階スペースに必要性がない。 

・ トイレの増設してほしい。 

・ 休憩所を確保してほしい（フードコート等）。 

・ 店舗同士のコミュニケーションの場を確保してほしい。

・ 空き店舗を有効利用してほしい（カルチャースクール

等）。 

・ ゴミ集積所を整備してほしい。 

・ 通行マナーを改善してほしい。 

・ 喫煙スペースを完全分煙化してほしい。 

・ トイレを清潔にしてほしい。 

・ ふれあい通りの継承が問題である。 

・ 消防活動上有効な通り抜け通路の整備をしてほしい。授

乳室、オムツ替え等ができ、バギーもおける場所を確保

してほしい。 

・ 悪臭を改善してほしい。 

・ 商品陳列改善、駐車の改善、駐輪スペース確保による歩

きやすさの改善が必要。 

・ 入口を閉じて商売をしている店舗の改善をしてほしい。

・ 防災訓練の参加者が少ないので、呼びかけていくべき。

これらの項目に関しては、地域

まちづくりプラン「六角橋商店

街地区 安心・安全なまちの環境

整備計画」該当箇所に反映しま

した。 

 

その他、以下のようなご意見をいただきました。今後、いただいたご意見を配慮しながらまちづ

くりを進めていきます。 
 主なご意見の内容 対応内容 

ふれあい通りの電球を変更してほしい。 アーケード状の上屋等の整備の

際の検討事項として考えていき

ます。 

個店に対する説明会を開催してほしい。 個別に対応していきます。 

プランの内容がふれあい通りの開発事業に思える。 アーチ・街路灯整備や店先空地

の確保など、ふれあいのまち通

りの計画に関してもプラン内に

記載しています。 

ふれあい通りの消灯時間を遅らせてほしい。 安心安全のため、検討事項とし

て考えていきます。 

地域まちづくりプラン「六角橋商店街地区 安心・安全なまちの環境整備計画」の全体版は商店

街事務所でご確認下さい。 
ご意見をお待ちしています！  ご意見等ございましたら、下記連絡先までお願いいたします。 

 六角橋商店街事務所 住所：横浜市神奈川区六角橋 1-10-2  

電話：045-432-2887(事務所) 

／045-421-8909（松坂屋カバン店） 
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